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第71期
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

日時
平成30年６月28日（木曜日）
午前10時

場所
東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル　メインタワー17階
「オパール17」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

議案
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役８名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件

証券コード：1945

表紙



Q’d（キュード）は、
「どこまでもQuality Oriented」でありたい
という考えを表したものです。
Q’dとは、お客さまのために、社会のために
より良い提案をしていきたいと
誓い合う言葉でもあります。Quality Oriented

その思いを胸に、長年電力設備で培った現場技術力を、次の解決力へ

E N E R G Y SOLUTION
私たちは電力設備の設計から建設、

保守まで一貫施工を可能にする

技術力を持つ企業として高い信頼を得て、

暮らしの基盤づくりに広く貢献しています。

オペレーション

建設 保守

電力
水力
火力
原子力

再生可能エネルギー
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（証券コード　1945）
平 成 3 0 年 ６ 月 ６ 日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋茅場町一丁目３番１号
株 式 会 社 東 京 エ ネ シ ス

代表取締役社長 熊 谷 　 努

第71期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第71期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようお願い申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成30年６月27日（水
曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［郵送による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着す
るようご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　46頁から47頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、上記の行使
期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月28日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区高輪四丁目10番30号

品川プリンスホテル　メインタワー17階「オパール17」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

－ 1 －

株主各位
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３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 １．第71期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第71期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（http://www.qtes.co.jp/）に掲載させていただきます。

－ 2 －

株主各位
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、中長期的な視点に立ち、安定した配当の継続を基本に、業績、内部留保の状況及び
今後の事業展開への備え等を総合勘案して配当を実施することとしております。
　当期の期末配当金につきましては、上記方針及び株主さまへの利益還元を重視する観点から
１株につき10円の普通配当に特別配当５円を加え、１株につき15円とさせていただきたいと存
じます。
　これにより、中間配当金を含めました当期の配当金は、１株につき25円となります。

期末配当に関する事項
⑴　配当財産の種類

　　　金銭
⑵　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金15円　総額513,254,805円
⑶　剰余金の配当が効力を生ずる日

　平成30年６月29日

－ 3 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役８名選任の件
　取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、経営体制のスリム化を図るため１名減員し、取締役８名の選任をお願いする
ものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号 氏 名 現在の当社における地位および担当

1 再任
くま

熊
がい

谷 　
つとむ

努 代表取締役社長社長執行役員

2 再任
しの

篠
はら

原
ひろ

宏
あき

昭 取締役常務執行役員

3 再任
こ

小
ばやし

林 　
たかし

隆 取締役常務執行役員　エネルギー・産業本部長

4 再任
とまり

泊 　
ひろ

裕
ゆき

之 取締役常務執行役員　営業本部長

5 再任
さる

猿
わたり

渡 　
のぼる

辰 取締役常務執行役員　原子力本部長

6 再任
た

田
なか

中 　
ひとし

等
社外

独立
取締役

7 再任
さか

阪
もと

本
よし

吉
ひで

秀
社外

独立
取締役

8 新任
うみ

海
の

野
ひろ

裕
ゆき

之 上席執行役員　エネルギー・産業本部副本部長

－ 4 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式数

１

くま

熊
がい

谷
 

　
つとむ

努
(昭和36年２月21日生)

再任

昭和60年４月 東京電力㈱入社

14,000株

平成24年６月 同社電力流通本部工務部長
平成26年６月 同社埼玉支店長
平成27年７月 同社執行役員パワーグリッド･カンパニー埼

玉総支社長
平成

平成

28

28

年

年

４

６

月

月

東京電力パワーグリッド㈱埼玉総支社長（常
務取締役待遇）
当社代表取締役社長

平成29年６月 当社代表取締役社長社長執行役員（現任）
（取締役候補者とした理由）
　熊谷努氏は、代表取締役社長として中期経営計画に基づき各種施策を強いリーダーシップのもと実
行してまいりました。当社グループの更なる成長・発展を牽引するため、引き続き取締役としての選
任をお願いするものであります。

２

しの

篠
はら

原
ひろ

宏
あき

昭
(昭和28年７月27日生)

再任

昭和52年４月 東京電力㈱入社

13,800株
平成17年６月 同社秘書部長
平成21年６月 当社取締役総務部･経理部担任
平成
平成

24
29

年
年

６
６

月
月

当社常務取締役
当社取締役常務執行役員（現任）

（取締役候補者とした理由）
　篠原宏昭氏は、企業法務・広報に関する豊富な経験及び知見を有しており、当社の経営を担うに相
応しい人格を兼ね備えております。これらの実績から当社取締役としての職務を適切に遂行できる
と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

３

こ

小
ば や し  

林
 

　
たかし

隆
(昭和29年９月５日生)

再任

昭和55年４月 東京電力㈱入社

8,600株
平成22年６月 同社執行役員東火力事業所長
平成24年６月 当社取締役火力本部長
平成
平成

27
29

年
年

６
６

月
月

当社常務取締役エネルギー･産業本部長
当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本
部長（現任）

（取締役候補者とした理由）
　小林隆氏は、長年にわたり電力業界に携わりエネルギー・産業部門に関する豊富な経験及び知見を
有し、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これらの実績から当社取締役として
の職務を適切に遂行できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

－ 5 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式数

４

とまり

泊
 

　
ひろ

裕
ゆき

之
(昭和30年４月１日生)

再任

昭和53年４月 当社入社

6,700株
平成24年６月 当社取締役火力本部長代理
平成25年６月 当社取締役火力･産業本部長代理
平成
平成

27
29

年
年

６
６

月
月

当社常務取締役営業本部長
当社取締役常務執行役員営業本部長（現任）

（取締役候補者とした理由）
　泊裕之氏は、エネルギー・産業、営業部門に関する豊富な経験及び知見を有しており、当社の経営
を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これらの実績から当社取締役としての職務を適切に
遂行できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

５

さる

猿
わたり

渡
 

　
のぼる

辰
(昭和30年10月20日生)

再任

昭和
平成

平成

平成
平成

55
26

27

28
29

年
年

年

年
年

４
６

６

６
６

月
月

月

月
月

当社入社
当社取締役原子力本部長代理兼原子力技術部
長
当社取締役原子力本部長代理兼原子力統括部
長
当社取締役原子力本部長代理
当社取締役常務執行役員原子力本部長（現
任）

5,500株

（取締役候補者とした理由）
　猿渡辰氏は、原子力部門に関する豊富な経験及び知見を有しており、当社の経営を担うに相応しい
人格を兼ね備えております。これらの実績から当社取締役としての職務を適切に遂行できると判断
し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

６

た

田
なか

中
 

　
ひとし

等
(昭和25年７月28日生)

再任

昭和
昭和

51
51

年
年

４
４

月
月

弁護士登録
成富総合法律事務所（現丸の内南法律事務
所）入所

100株平成15年10月 同所代表（現任）
平成26年６月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士（丸の内南法律事務所）
株式会社ＳＵＭＣＯ社外取締役

（社外取締役候補者とした理由）
　田中等氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として豊富な経験及び知見を有
しており、それらに基づく客観的かつ専門的な観点から業務執行に対する監督の役割を果たしており
ます。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、引き続き社外取締役としての選
任をお願いするものであります。
　なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

－ 6 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式数

７

さか

阪
もと

本
よし

吉
ひで

秀
(昭和30年８月19日生)

再任

昭和54年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保
険㈱）入社

200株

平成24年５月 同社執行役員関西業務支援部長
平成
平成

24
28

年
年

６
６

月
月

㈱自研センター代表取締役
東京海上ミレア少額短期保険㈱常勤監査役
（現任）

平成28年６月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）

東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役
（社外取締役候補者とした理由）
　阪本吉秀氏は、損害保険会社の役員として豊富な経験及び知見を有しており、それらに基づく客観
的かつ専門的な観点から業務執行に対する監督の役割を果たしております。今後も社外取締役とし
ての職務を適切に遂行できると判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものでありま
す。
　なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

８

うみ

海
の

野
ひろ

裕
ゆき

之
(昭和30年10月14日生)

新任

昭和54年４月 当社入社

4,000株
平成21年６月 当社総合技術センター長
平成24年６月 当社執行役員千葉支社長
平成
平成

26
29

年
年

６
６

月
月

当社執行役員火力・産業本部副本部長
当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本
部長（現任）

（取締役候補者とした理由）
　海野裕之氏は、エネルギー・産業部門に関する豊富な経験及び知見を有しており、当社の経営を担
うに相応しい人格を兼ね備えております。これらの実績から取締役としての職務を適切に遂行でき
ると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

(注)１．取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．田中等及び阪本吉秀の両氏は、社外取締役候補者であります。
　　なお、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、本

議案において、両氏の選任が承認可決された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
３．当社は田中等及び阪本吉秀の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で
定める最低責任限度額であります。

　　本議案において、両氏の選任が承認可決された場合は、引き続き当該責任限定契約を継続する予定で
あります。

－ 7 －

取締役選任議案
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第３号議案　監査役１名選任の件
　監査役高増洋氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任を
お願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式数

しい

椎
な

名
しん

真
じ

司
(昭和33年11月８日生)

新任

昭和56年４月 当社入社

6,000株
平成20年２月 当社総務部長
平成25年６月 当社執行役員総務部長
平成29年６月 当社執行役員総務部担任兼調達センター担任（現

任）
（監査役候補者とした理由）
　椎名真司氏は、当社の総務部長等を歴任し、企業法務に関する豊富な経験及び知見を有しております。公
正かつ客観的な立場から意見を述べ、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、新たに監査役とし
ての選任をお願いするものであります。
(注)監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以　上

－ 8 －

監査役選任議案
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（添付書類）

事　 業　 報　 告
（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

当期におけるわが国経済は、海外輸出の増加や堅調な雇用・所得環境を背景として個人
消費が底堅く推移したこと等により、緩やかな回復基調が続きました。

当社グループの経営環境は、このように国内経済が持ち直し、省エネ化・効率化等を中
心とした民間設備投資が堅調に推移する一方で、電力自由化による地域を越えた競争の激
化に伴う電力会社の徹底した合理化が進んでおり、厳しい状況が続いております。
　このような状況の中、当社グループは、既存事業領域を堅持するとともに、保有する技
術・技能を発揮できる分野へ事業領域を拡大すべく果敢に挑戦してまいりました。
　具体的には、各火力・原子力・水力発電所の点検手入工事や修理工事、福島第一原子力
発電所の廃止措置関連業務や福島復興関連業務、原子力発電所の安全対策関連工事、更に
石油化学プラントの発電設備関連工事、コージェネレーション関連工事、大型の太陽光発
電設備設置工事等において、受注・売上の確保・拡大と利益の創出に全社を挙げて取り組
んでまいりました。
　この結果、受注高は、原子力発電所の安全対策関連工事等の受注により、702億55百万
円（前期比6.2％増）となりましたが、売上高は、原子力発電所や太陽光発電設備に係る一
部工事の繰り延べ等により、687億９百万円（前期比6.6％減）となりました。
　利益面につきましては、原価低減の徹底等に努めてまいりましたが、売上高の減少及び
一部大型工事における追加費用の発生等により、営業利益は42億５百万円（前期比27.9％
減）、経常利益は43億56百万円（前期比26.8％減）となり、親会社株主に帰属する当期
純利益は、29億４百万円（前期比28.4％減）となりました。

－ 9 －

事業の経過及びその成果
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企業集団の受注高・売上高・繰越高 （単位　百万円）
区 分 前 期 繰 越 高 受 注 高 売 上 高 次 期 繰 越 高
設 備 工 事 業 61,666 69,084 67,538 63,212
そ の 他 の 事 業 － 1,055 1,055 －
差 異 調 整 額 － 115 115 －
合 計 61,666 70,255 68,709 63,212

(注)区分に対応した部門等の名称は次のとおりであります。
設 備 工 事 業：エネルギー・産業部門、原子力部門
その他の事業：発電事業、不動産事業、リース・レンタル事業、保険代理業

⑵　設備投資及び資金調達の状況
①　設備投資の状況
　当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は５億42百万円であります。この

うち主なものは、生産能力の拡大・向上を目的としました機械装置・工具器具の購入及
び不動産事業における事業用固定資産（建設中）の取得であります。

②　資金調達の状況
　特に記載すべき重要な事項はありません。

－ 10 －

事業の経過及びその成果
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⑶　対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、堅調な企業業績を背景に、設備更新や省力化を中心に民
間設備投資が増加傾向にある一方で、電力会社が発電所メンテナンスの効率化や更なるコ
ストダウン要請等を実施することから、当社グループにとって厳しい受注環境が続くもの
と予想されます。
　このような状況の中、当社は、グループの価値を将来にわたり拡大していくことを目指
し、本年４月から新たな中期経営計画（2018年度から2020年度まで）をスタートさせ、
「収益構造の多様化と組織力の最大化による持続的な成長・拡大」を最重点課題に取り組
んでまいります。
　また、当社グループは、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築し、多様な技術
の修得と研鑽を続け、施工・営業が一体となった営業活動を展開することで、既存領域を
堅持するとともに更なる新規顧客の獲得と事業領域の拡大に注力してまいります。
　事業領域の裾野を広げるため、全国で展開されている新電力事業者等による発電設備、
コージェネレーションシステムや空調設備、太陽光に限らず地熱・小水力・バイオマス・
風力等の再生可能エネルギー設備の工事にも積極的に営業展開してまいります。福島第一
原子力発電所の廃止措置関連業務や福島復興への取組みにつきましても、当社グループの
役割を果たしてまいります。
　また、工事の生産性向上につながる情報通信技術（ICT、IoT）やロボット等の活用を
積極的に推進するとともに、業務の効率化、スリム化等を実施し、より強靭な企業体質へ
変革させてまいります。
　今後とも当社グループは、「暮らしのより確かな基盤をつくる」という理念のもと、工
事の安全・品質の確保を最優先に取り組み、全社を挙げて継続的な発展と企業価値の向上
を実現してまいります。また、当社グループが社会から信頼され続けるために働き方改革、
女性活躍推進策を展開するとともに、従業員一人ひとりが基本ルールの遵守と誠実な行動
に努めてまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、何卒今後とも格別のご支援とご鞭撻を賜りますようお
願い申しあげます。

－ 11 －

対処すべき課題
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⑷　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移 （単位　百万円）

区 分 第　68　期
(平成26年度)

第　69　期
(平成27年度)

第　70　期
(平成28年度)

第71期(当期)
(平成29年度)

受 注 高 75,747 101,767 66,127 70,255

売 上 高 60,008 74,159 73,558 68,709
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,420 4,125 4,058 2,904

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 97円80銭 118円70銭 120円62銭 86円７銭

総 資 産 74,074 85,354 78,866 83,446

②　当社の財産及び損益の状況の推移 （単位　百万円）

区 分 第　68　期
(平成26年度)

第　69　期
(平成27年度)

第　70　期
(平成28年度)

第71期(当期)
(平成29年度)

受 注 高 71,595 97,697 67,281 69,343

売 上 高 56,320 70,034 72,739 67,799

当 期 純 利 益 3,282 3,936 3,887 2,773

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 93円85銭 113円25銭 115円55銭 82円19銭

総 資 産 69,400 79,929 75,703 80,795

－ 12 －

財産及び損益の状況の推移
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⑸　重要な親会社及び子会社の状況（平成30年３月31日現在）
①　親会社との関係
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
東 工 企 業 株 式 会 社 100 100 不動産の賃貸及び管理並びに電線類の売買

株 式 会 社 バ イ コ ム 10 100 機械装置・工具・車両等の賃貸及び売買

株 式 会 社 テ ク ノ 東 京 30 100 発電設備の工事の請負

東 工 電 設 株 式 会 社 20 100 発電設備・変電設備の工事の請負

株 式 会 社  東  輝 10 100 損害保険代理業

(注)１．出資比率の計算は、間接保有を含んでおります。
　　２．特定完全子会社に該当する子会社はありません。

③　その他
東京電力ホールディングス株式会社は当社の株式を9,064千株（出資比率24.33％）所
有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。

⑹　主要な事業内容（平成30年３月31日現在）
 

　当社グループは、電力関連設備や一般電気設備工事等の設計及び施工を主な事業とし、
更に太陽光発電による電力の販売、不動産の賃貸及び管理、工具備品・車両等のリース・
レンタル並びに保険代理業等の事業活動を展開しております。

－ 13 －

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容
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⑺　主要な営業所及び工場（平成30年３月31日現在）
①　当社
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 中 央 区 福 島 総 合 支 社 福 島 県 双 葉 郡
京 浜 支 社 神 奈 川 県 横 浜 市 新 潟 支 社 新 潟 県 柏 崎 市
千 葉 支 社 千 葉 県 市 原 市 青 森 支 社 青 森 県 上 北 郡
茨 城 支 社 茨城県ひたちなか市 溶接・検査センター 千 葉 県 千 葉 市

②　子会社
会 社 名 所 在 地 会 社 名 所 在 地

東 工 企 業 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 東 工 電 設 株 式 会 社 東 京 都 江 東 区
株 式 会 社 バ イ コ ム 東 京 都 江 東 区 株 式 会 社  東  輝 東 京 都 中 央 区
株 式 会 社 テ ク ノ 東 京 東 京 都 江 東 区

⑻　従業員の状況（平成30年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
1,489名 10名減

(注)従業員数は就業人員であります。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,370名 9名減 45.8歳 20.4年
 

(注)従業員数は就業人員であり、受入出向者163名を含み、他社への出向者29名は含んでおりません。

－ 14 －

主要な営業所及び工場、従業員の状況
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２．会社の株式に関する事項（平成30年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 72,589,000株

⑵　発行済株式の総数 37,261,752株

⑶　株　　主　　数 3,237名

⑷　大　　株　　主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 9,064 26.49

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,891 5.53

東 京 エ ネ シ ス 社 員 持 株 会 1,469 4.30

株 式 会 社 イ ン フ ォ サ ー ビ ス 1,182 3.46

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社(信託口) 830 2.43

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 725 2.12

太 平 電 業 株 式 会 社 700 2.05
B B H ( L U X )  F O R  F I D E L I T Y
F U N D S  P A C I F I C  F U N D 699 2.04

H S B C  B A N K  P L C  A / C  M A R A T H O N
F U S I O N  J A P A N  P A R T N E R S H I P  L P 688 2.01

新 日 本 空 調 株 式 会 社 600 1.75

(注)１．当社は、自己株式3,044千株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
２．持株比率の計算は、自己株式を控除しております。
３．自己株式には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」導入において設定した野村

信託銀行株式会社(東京エネシス社員持株会専用信託口)が保有する当社株式415千株を含んでおりま
せん。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　　平成29年４月１日付で、単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

－ 15 －

会社の株式に関する事項
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３．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の氏名等（平成30年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 熊 谷 　 努 社長執行役員

代 表 取 締 役 石 井 元 継 常務執行役員

取 締 役 鈴 木 康 郎 常務執行役員　原子力本部

取 締 役 篠 原 宏 昭 常務執行役員

取 締 役 小 林 　 隆 常務執行役員　エネルギー・産業本部長

取 締 役 泊 　 裕 之 常務執行役員　営業本部長

取 締 役 猿 渡 　 辰 常務執行役員　原子力本部長

取 締 役 田 中 　 等 弁護士（丸の内南法律事務所）
株式会社ＳＵＭＣＯ社外取締役

取 締 役 阪 本 吉 秀 東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役

常 勤 監 査 役 高 増 　 洋

常 勤 監 査 役 菅 沼 希 一

監 査 役 田 中 　 豊 税理士（田中税理士事務所）
株式会社伊藤園社外監査役

監 査 役 武 谷 典 昭 東京電力ホールディングス株式会社取締役
株式会社東光高岳社外監査役

(注)１．取締役 田中等氏及び阪本吉秀氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 菅沼希一氏並びに監査役 田中豊氏及び武谷典昭氏は、社外監査役であります。
３．当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令
で定める最低責任限度額であります。

４．監査役 田中豊氏及び武谷典昭氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。

　　・監査役 田中豊氏は、税理士の資格を有しております。
　　・監査役 武谷典昭氏は、電力会社において経理部長を歴任し、経理業務に携わった経験があります。
５．当社は、取締役 田中等氏、阪本吉秀氏及び監査役 田中豊氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．平成29年６月29日開催の第70期定時株主総会終結の時をもって、取締役 楢崎ゆう氏、青木敬治氏及

び幡野英憲氏が任期満了により退任し、監査役 増田祐治氏が辞任により退任いたしました。

－ 16 －

会社役員に関する事項
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７．平成29年６月29日開催の第70期定時株主総会において、新たに武谷典昭氏が監査役に選任され、就
任いたしました。

⑵　取締役及び監査役の報酬等の額
①　当期に係る報酬等の額
区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 12名 ２億19百万円（うち社外取締役２名 14百万円）

監 査 役 ３名 48百万円（うち社外監査役２名 24百万円）

(注)１．取締役の報酬限度額は、平成28年６月29日開催の第69期定時株主総会において、年額３億20百万円
以内（うち社外取締役分は30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いた
だいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成20年６月27日開催の第61期定時株主総会において、年額70百万円以内
と決議いただいております。

３．取締役の人数及び報酬等の額には、平成29年６月29日開催の第70期定時株主総会終結の時をもって
退任いたしました取締役３名を含んでおります。

②　社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額
社外監査役１名が当社の子会社から受けた監査役としての報酬等の総額は、０百万円で
あります。

－ 17 －

会社役員に関する事項
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⑶　社外役員に関する事項
区　分 氏　名 重要な兼職の状況 主な活動状況

社　外
取締役 田中　等

弁護士（丸の内南法律事
務所）、株式会社ＳＵＭ
ＣＯ社外取締役

当期開催の取締役会15回のうち14回に出席し、弁護
士として法律に関する専門的な知見等に基づき発言
を行っております。

社　外
取締役 阪本吉秀 東京海上ミレア少額短期

保険株式会社常勤監査役

当期開催の取締役会15回すべてに出席し、損害保険
会社の役員としての経験及び知見等に基づき発言を
行っております。

社　外
監査役 菅沼希一 －

当期開催の取締役会15回及び監査役会13回すべて
に出席し、これまでの社外での業務を通じて培われ
た幅広い経験及び知見等に基づき発言を行っており
ます。

社　外
監査役 田中　豊

税理士（田中税理士事務
所）、株式会社伊藤園社
外監査役

当期開催の取締役会15回及び監査役会13回すべて
に出席し、税理士として税務、財務及び会計に関す
る専門的な知見等に基づき発言を行っております。

社　外
監査役 武谷典昭

東京電力ホールディング
ス株式会社取締役、株式
会社東光高岳社外監査役

就任後開催の取締役会12回のうち８回に、監査役会
10回のうち５回に出席し、企業経営者としての経験
及び知見等並びに電力会社において経理部長を歴任
したことによる財務及び会計に関する専門的な知見
等に基づき発言を行っております。

(注)１．当社は、東京電力ホールディングス株式会社の持分法適用の関連会社であり、同社と当社との間には
工事請負等の取引関係があります。

　　２．株式会社東光高岳と当社との間には、機器購入等の取引関係があります。
　　３．その他の重要な兼職先と当社との間には、特筆すべき取引関係等はありません。

－ 18 －

会社役員に関する事項



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2018/05/26 10:45:54 / 17369014_株式会社東京エネシス_招集通知（Ｃ）

４．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称　　　　　新日本有限責任監査法人

⑵　当期に係る会計監査人の報酬等の額
項　　　　 目 報酬等の額

①当期に係る会計監査人としての報酬等 37百万円

②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額 37百万円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づ
く監査の監査報酬等の額を区分しておりませんので、上記の金額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

　　２．監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、報酬の見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、
会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、会
計監査人として適当でないと判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する
株主総会提出議案の内容を決定いたします。

－ 19 －
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制

　会社業務の適正を確保するための体制整備（内部統制システム構築の基本方針）を取締
役会で決議しております。

⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　社会規範に沿った事業運営と企業倫理遵守の徹底を図るため、｢東京エネシスグループ

企業行動憲章」を定め、取締役はこれを率先して実践するとともに、従業員がこれを
遵守するよう監督する。また、リスク管理を中心に業務全般を統括管理する事業運営
会議を設置し、企業倫理遵守についても、この会議で統括することにより、コンプラ
イアンス経営の徹底を図る。

 

②　取締役会は、原則として毎月１回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、
重要な職務執行について審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必要に
応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督する。
また、従業員に対して、必要に応じて職務遂行の状況について、取締役会への報告を
求める。

③　取締役会の機能を補完し、効率的かつ適切な意思決定を図るため、常務会を設置する。
常務会は、原則として毎月１回、また必要に応じて開催し、取締役会付議事項を含む
経営の重要事項について審議する。

④　取締役は、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行うため、常に的確な情報の収
集に努める。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会、常務会、事業運営会議の議事録その他職務執行に係る情報については、そ
の作成から利活用、保存、廃棄に至るまでを社内規程で定め、適切に管理する。

⑶　リスクの管理に関する規程その他の体制
①　取締役は、東京エネシスグループの事業活動に伴うリスクを定期的に、又は必要に応

じて把握・評価し、毎年度の経営計画に反映する。また、東京エネシスグループでリ
スクの管理がなされるよう、社内規程を整備する。

②　個々のリスクの管理は、社内規程に従い業務所管箇所が職務遂行の中で管理すること
を基本とし、複数の所管に跨る場合は、部門間協議の上、組織横断的なタスクチーム
等で適切に管理する。

－ 20 －
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③　経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、事業運営会議において、
リスクの現実化の予防に努めるとともに、万一現実化した場合には、迅速かつ的確に
対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努める。

 

④　当社事業運営の基盤をなす「品質」・「安全」・「環境」に係るリスクについては、
統合マネジメントシステムに従い、リスクアセスメントを徹底し、リスクからの回避
に努める。

⑤　大規模地震・風水害等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構
築及び定期的な訓練の実施等、適切な体制を整備する。

 

⑥　リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が重点監査項目として定期的に、
また必要に応じて監査し、その結果を常務会等に報告する。取締役は、監査報告を踏
まえ、所要の改善を迅速に図る。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　経営管理サイクルを明示するとともに、管理サイクル上の会議体の位置付けを明確に

し、経営上の重要事項については、取締役会のほか常務会、事業運営会議、その他の
会議体において適宜・適切に審議する等、効率的な意思決定を図る。

②　取締役会の決定に基づく職務執行については、社内規程において責任と権限を明確に
し、取締役及び従業員がそれぞれ迅速かつ適切にこれを執行する。

③　情報のセキュリティ確保を前提に、業務執行の効率性向上と適正の確保に資するＩＴ
環境の整備を図る。

⑸　従業員の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　従業員が「東京エネシスグループ企業行動憲章」を遵守するよう、企業倫理統括責任

者及び各部署に配置する企業倫理責任者が、中心となりその定着化と徹底を図る。
②　法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せら

れた事案については事業運営会議で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプラ
イバシーについては、社内規程に従い厳重に保護する。

③　職務遂行に係る社内規程の策定にあたっては、遵守すべき法令等を明確にするととも
に、教育研修等によって当該規程に基づく職務遂行の徹底を図る。

 

④　従業員の職務遂行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、
従業員の職務遂行状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を常
務会等に報告する。取締役は、監査報告を踏まえ、所要の改善を迅速に図る。
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⑹　当社及び子会社から成る東京エネシスグループにおける業務の適正を確保するための
体制

①　「東京エネシスグループ企業行動憲章」の下、東京エネシスグループとして、目指す
べき共通の方向性及び目標等を中期経営計画・経営目標として示し、その達成に向け
東京エネシスグループをあげて取り組む。

②　職務執行上の重要な事項については、社内規程等を整備し、子会社からの事前協議や
営業成績、財務状況その他の重要な情報について、報告を受ける体制を構築する。ま
た、当社取締役と子会社取締役が定期的に意見交換を行うこと等により、東京エネシ
スグループの経営状況を把握するとともに、東京エネシスグループにおける経営課題
の共有と解決に相互が努める。

 

③　「企業倫理相談窓口」を東京エネシスグループで利用できる環境を整えるとともに、
必要に応じて当社の内部監査組織が監査を行うこと等により、東京エネシスグループ
の業務の適正を確保する。

⑺　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に
関する事項
　監査役の求めに応じて、監査役の職務を補佐する従業員を配置する。ただし、専任・
兼任及びその人事に関する事項については、事前に監査役と協議する。

⑻　監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示
の実効性の確保に関する事項

①　監査役の職務を補佐すべき従業員は、当社の就業規則に従うが、当該従業員への指揮
命令権は監査役に属するものとし、監査役の指示の実効性を確保する。

②　監査役の職務を補佐する任に兼務で選任された従業員は、監査役の指揮命令に優先的
に服するものとする。

⑼　監査役への報告に関する体制
 

①　取締役及び従業員は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、
直ちに監査役に報告するとともに、監査役の求める事項について、必要な報告を行う。

②　子会社の取締役、従業員等又はこれらの者から報告を受けた者が、監査役に対し必要
かつ適切な報告が行われるよう体制を整備する。

③　監査役への報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受け
ることがないことを、社内規程に明記する。

－ 22 －
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⑽　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査役が常務会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのでき

る体制を整備する。
②　会計監査人及び内部監査組織が、監査役と連携を図るための環境を整える等、監査役

監査の実効性を確保するための体制を整備する。
③　監査役の職務の執行について生じる費用の請求があった場合、当該請求に係る費用又

は債務が当該監査役の職務の執行に必要な費用の場合は、速やかに当該費用又は債務
を処理する。

⑾　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
 

　東京エネシスグループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、
その取引を含めた一切の関係を遮断する。また、取引先に対しては、契約条項に「反社
会的勢力の排除」を明記し、その徹底を図る。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当期の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以
下のとおりであります。

⑴　職務執行の適正性に対する取組み状況
　当社グループは、東京エネシスグループ企業行動憲章の下、コンプライアンス経営を
行っております。
　適切な経営判断をするため、法令、定款、取締役会規程に従い、当期は、取締役会を
15回開催しております。取締役会では、経営方針、経営計画、契約等の重要な職務執行
の決定、四半期毎の職務執行報告等により、取締役の監督を行っております。
　取締役会の決定に基づく職務執行について、社内規程において、責任、権限、遵守す
べき法令等を明確にし、取締役及び従業員が適正かつ効率的に執行しております。
　取締役会等重要会議体の議事録、その他職務執行に係る情報について、法令、文書管
理規程等に従い、適切に管理しております。

⑵　リスク管理に対する取組み状況
　事業運営上の重要課題の協議、情報共有、リスク管理を目的に事業運営会議を設置し
ており、当期は43回開催しております。事業運営会議には、企業倫理相談窓口からの相
談事案及び調査結果も伝達される仕組みとなっており、経営に及ぼす影響を最小限に抑
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制するように取り組んでおります。
　また、事業の継続性を目的としたリスク管理規程に従い、非常時対応訓練等を実施し
ております。

⑶　当社グループにおける業務の適正性・効率性に対する取組み状況
　当社グループとしての業務の適正性・効率性確保、グループ内部統制の的確な実施を
目的としたグループ会社管理規程に従い、当社とグループ会社の事業運営上の重要事項
について事前協議を実施するとともに、グループ会社から業務執行状況、リスク管理等
について、報告を受けております。
　当社内部監査部門は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を取締役に報告し
ております。取締役は監査報告を踏まえ、所要の改善を実施し、業務の適正を確保して
おります。
　当社グループの企業倫理に対する取組みとして、経営幹部から新入社員に至る各階層
及び各事業所における教育等により、定着化と徹底を図っております。また、当社グル
ープ及び取引先企業も利用できる内部通報制度として、企業倫理相談窓口を運用してお
り、相談者に不利益が生じることのないよう、プライバシーを厳重に保護しております。

⑷　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための取組み状況
　監査役の職務補佐として、取締役からの独立性を確保し、監査役の指揮命令に優先的
に服す兼務従業員を配置しております。取締役及び従業員は、監査役の求めに応じ、重
要な職務執行記録の提供等必要な報告を行っております。また、企業倫理相談窓口に寄
せられた相談について、その調査結果を監査役へ報告しております。

 

　監査役は、取締役会等の会議体に出席し、必要に応じ意見を述べております。また、
会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行う等連携して、監査を行ってお
ります。

⑸　反社会的勢力排除に対する取組み状況
　当社グループは、東京エネシスグループ企業行動憲章を遵守するよう徹底し、外部専
門機関からの情報入手、被害防止対策の実施や取引先に対する契約条項に「反社会的勢
力の排除」を明記すること等により、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨んでおり
ます。

－ 24 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年３月31日現在）

（単位　百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 預 金
受取手形・完成工事未収入金等
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機 械 ・ 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

58,629
3,951

31,225
13,999
5,398
1,569
2,488

△1
24,816
(16,633)

7,632
924
442

7,405
21

206
(326)
(7,856)
6,589
1,085

256
△75

流 動 負 債 17,051
支払手形・工事未払金等 6,247
短 期 借 入 金 149
未 払 法 人 税 等 1,893
未 成 工 事 受 入 金 705
完 成 工 事 補 償 引 当 金 15
工 事 損 失 引 当 金 2,872
そ の 他 5,168

固 定 負 債 7,753
長 期 借 入 金 711
繰 延 税 金 負 債 3
退 職 給 付 に 係 る 負 債 6,650
資 産 除 去 債 務 312
そ の 他 75
負 債 合 計 24,805

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 56,568
資 本 金 2,881
資 本 剰 余 金 3,965
利 益 剰 余 金 52,104
自 己 株 式 △2,382

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 2,072
その他有価証券評価差額金 2,072
純 資 産 合 計 58,641

資 産 合 計 83,446 負 債 ・ 純 資 産 合 計 83,446

－ 25 －

連結貸借対照表
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連 結 損 益 計 算 書
（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位　百万円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 68,709

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 60,467
売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 8,242

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,036
営 業 利 益 4,205

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 128
そ の 他 31 160

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4
そ の 他 3 8
経 常 利 益 4,356

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 8
そ の 他 14 23

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 5
固 定 資 産 除 却 損 13
そ の 他 30 49

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,330
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,148
法 人 税 等 調 整 額 △723 1,425
当 期 純 利 益 2,904
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,904

－ 26 －

連結損益計算書
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連結株主資本等変動計算書
（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位　百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 2,881 3,965 50,055 △2,499 54,402
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △855 △855
親会社株主に帰属する当期純利益 2,904 2,904
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 0 116 116
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 0 2,049 116 2,166
当 期 末 残 高 2,881 3,965 52,104 △2,382 56,568

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計
当 期 首 残 高 1,735 1,735 56,138
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △855
親会社株主に帰属する当期純利益 2,904
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 116
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 337 337 337

連結会計年度中の変動額合計 337 337 2,503
当 期 末 残 高 2,072 2,072 58,641

－ 27 －

連結株主資本等変動計算書
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連　結　注　記　表
【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】

１．連結の範囲に関する事項
　子会社（５社）は、すべて連結しております。
　子会社名は、東工企業㈱、㈱バイコム、㈱テクノ東京、東工電設㈱、㈱東輝であります。

２．持分法の適用に関する事項
　持分法を適用していない関連会社（SCI Enesys Co.,Ltd.、TES Practicum Co.,Ltd.）は、当期純損
益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結計算書類に及ぼす影響が軽
微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除いております。

３．会計方針に関する事項
⑴　資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）
そ の 他 有 価 証 券

時価のあるもの……………連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

時価のないもの……………移動平均法による原価法
なお、投資事業組合への出資持分については、組合契約に規定さ
れている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
未 成 工 事 支 出 金……………個別法による原価法

⑵　減価償却資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産……………定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物・構築物  8 ～47年
機械・運搬具  4 ～17年
工具器具・備品  2 ～15年

（リース資産を除く）

－ 28 －

連結注記表
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無 形 固 定 資 産……………定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（リース資産を除く）

リ ー ス 資 産……………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。

⑶　引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金……………完成工事にかかる瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度
の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しており
ます。

工 事 損 失 引 当 金……………受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末の手持工事のう
ち、損失が発生すると見込まれ、かつ金額を合理的に見積ること
が可能な工事について、損失見積額を計上しております。

⑷　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①　退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債については、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における
見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。なお、退職
給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異については、発生した連結会計年度に全額一括費用処理しております。

②　完成工事高の計上基準
　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行
基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用し
ております。

③　消費税等の会計処理
　税抜方式を採用しております。

－ 29 －

連結注記表
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【追加情報】
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

　当社は、平成28年度より、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付
与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発
展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」（以下、「本プ
ラン」といいます。）を導入しております。

（1）取引の概要
　本プランは、「東京エネシス社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての従
業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「東京エネシス社員
持株会専用信託口」（以下、「E-Ship信託」といいます。）を設定し、E-Ship信託は、５年間にわたり
持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対
して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が
累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。
なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価
の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株
式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することに
なります。

（2）信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己
株式として計上しております。当該自己株式の当連結会計年度末の帳簿価額及び株式数は、430百万円、
415千株であります。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
　当連結会計年度末411百万円

【連結貸借対照表に関する注記】
１．担保に供している資産
　　　株式（投資有価証券） ２百万円

　なお、上記の株式（投資有価証券）については、他社の借入金の担保に供しているものであります。
２．有形固定資産減価償却累計額 12,810百万円

－ 30 －

連結注記表
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
１．発行済株式の総数  普通株式 37,261,752株
２．剰余金の配当

⑴　当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
決　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成29年 6 月29日
定時株主総会 普通株式 513百万円 15.0円 平成29年 3 月31日 平成29年 6 月30日

平成29年11月 1 日
取締役会 普通株式 342百万円 10.0円 平成29年 9 月30日 平成29年12月 4 日

(注)１ 平成29年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンテ
ィブ・プラン(E-Ship®）」により野村信託銀行株式会社（東京エネシス社員持株会専用信託口）
が保有する当社株式に対する配当金７百万円が含まれております。

(注)２ 平成29年11月１日取締役会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・
プラン(E-Ship®）」により野村信託銀行株式会社（東京エネシス社員持株会専用信託口）が保
有する当社株式に対する配当金４百万円が含まれております。

⑵　当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
　平成30年６月28日開催予定の定時株主総会において次のとおり付議することとしております。

決　議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
平成30年 6 月28日

定時株主総会 普通株式 利益剰余金 513百万円 15.0円 平成30年 3 月31日 平成30年 6 月29日

(注)　 配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®）」により野村信託
銀行株式会社（東京エネシス社員持株会専用信託口）が保有する当社株式に対する配当金６百万
円が含まれております。

【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用について短期的、中長期的運用ともに、安全性の高い金融商品で運用して
おります。また、投機目的の取引は行わない方針であります。

資金調達については、運転資金及び設備資金の一部を金融機関より借入れております。
受取手形・完成工事未収入金等に係る一部の信用リスクについては、取引先の信用状況を継続的に把

握して与信管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
また、有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券や株式であり、定期的に時価や発行体

の財務状況等の把握を行っております。

－ 31 －

連結注記表
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２．金融商品の時価等に関する事項
平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
（（注2）を参照してください。）

(単位：百万円)
連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 時　価 差　額

　⑴現金預金 3,951 3,951 －

　⑵受取手形・完成工事未収入金等 31,225

　　貸倒引当金 △0

　　受取手形・完成工事未収入金等（純額） 31,224 31,223 △0

　⑶有価証券及び投資有価証券

①満期保有目的の債券 15,005 15,002 △2

②その他有価証券 4,771 4,771 －

資産 計 54,952 54,949 △3

支払手形・工事未払金等 6,247 6,247 －

負債 計 6,247 6,247 －

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資　産
⑴現金預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

⑵受取手形・完成工事未収入金等
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間を加味した利率によ

り割り引いた現在価値によっております。
⑶有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関か
ら提示された価格によっております。

－ 32 －
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負　債
支払手形・工事未払金等

これらの時価は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額
によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　(単位：百万円)

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額

非上場株式 349

投資事業組合出資金 463

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「⑶有価証
券及び投資有価証券」には含めておりません。

【１株当たり情報に関する注記】
１．１株当たり純資産額 1,734円86銭
２．１株当たり当期純利益 86円07銭

－ 33 －
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貸　借　対　照　表
（平成30年３月31日現在）

（単位　百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 預 金
完 成 工 事 未 収 入 金
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機 械 ・ 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

56,943
2,421

30,967
13,999
5,322
1,519
2,712

23,851
(13,942)

5,773
854
336

6,768
207

1
(302)
272
30

(9,606)
6,008

816
1,613
1,034

201
△68

流 動 負 債 17,109
工 事 未 払 金 5,948
短 期 借 入 金 719
未 払 費 用 1,957
未 成 工 事 受 入 金 705
完 成 工 事 補 償 引 当 金 15
工 事 損 失 引 当 金 2,872
そ の 他 4,890

固 定 負 債 7,767
長 期 借 入 金 711
退 職 給 付 引 当 金 6,523
そ の 他 532
負 債 合 計 24,876

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 53,846
資 本 金 2,881
資 本 剰 余 金 3,965
資 本 準 備 金 3,723
そ の 他 資 本 剰 余 金 242

利 益 剰 余 金 49,382
利 益 準 備 金 720
そ の 他 利 益 剰 余 金 48,661

配 当 準 備 積 立 金 1,000
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 434
特 別 償 却 準 備 金 279
別 途 積 立 金 29,000
繰 越 利 益 剰 余 金 17,947

自 己 株 式 △2,382
評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,072
その他有価証券評価差額金 2,072
純 資 産 合 計 55,918

資 産 合 計 80,795 負 債 ・ 純 資 産 合 計 80,795

－ 34 －
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損　益　計　算　書
（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位　百万円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 67,799

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 60,270
売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 7,529

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,568
営 業 利 益 3,960

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 166
そ の 他 29 195

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4
そ の 他 3 8
経 常 利 益 4,148

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1
そ の 他 12 14

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 8
固 定 資 産 除 却 損 14
そ の 他 30 53

税 引 前 当 期 純 利 益 4,109
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,050
法 人 税 等 調 整 額 △714 1,335
当 期 純 利 益 2,773

－ 35 －
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株主資本等変動計算書
（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

（単位　百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
配 当 準 備
積 立 金

固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

特 別 償 却
準 備 金

当 期 首 残 高 2,881 3,723 242 720 1,000 438 347
事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △3
特別償却準備金の取崩 △67
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － 0 － － △3 △67
当 期 末 残 高 2,881 3,723 242 720 1,000 434 279

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高 29,000 15,957 △2,499 51,810 1,735 53,546
事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 3 ― ―
特別償却準備金の取崩 67 ― ―
剰 余 金 の 配 当 △855 △855 △855
当 期 純 利 益 2,773 2,773 2,773
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 116 116 116
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) ― 336 336

事業年度中の変動額合計 － 1,989 116 2,035 336 2,372
当 期 末 残 高 29,000 17,947 △2,382 53,846 2,072 55,918

－ 36 －

株主資本等変動計算書
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個　別　注　記　表
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１．資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）
子 会 社 株 式………………移動平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券

時 価 の あ る も の……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

時 価 の な い も の……………移動平均法による原価法
なお、投資事業組合への出資持分については、組合契約に規定さ
れている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
未 成 工 事 支 出 金………………個別法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産………………定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物・構築物  8 ～47年
機械・運搬具  4 ～17年
工具器具・備品  2 ～15年

（リース資産を除く）

無 形 固 定 資 産………………定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（リース資産を除く）

リ ー ス 資 産………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。

３．引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金………………完成工事にかかる瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完
成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しておりま
す。

－ 37 －
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工 事 損 失 引 当 金………………受注工事の損失に備えるため、当事業年度末の手持工事のうち、
損失が発生すると見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることが可
能な工事について、損失見積額を計上しております。

退 職 給 付 引 当 金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、退
職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの
期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。
数理計算上の差異については、発生した事業年度に全額一括費用
処理しております。

４．完成工事高の計上基準
　　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事

の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

５．消費税等の会計処理
　　税抜方式を採用しております。

【追加情報】
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

　連結注記表　追加情報（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）に注記しておりますので、
記載を省略しております。

－ 38 －
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【貸借対照表に関する注記】
１．担保に供している資産
　　　株式（投資有価証券） ２百万円

　なお、上記の株式（投資有価証券）については、他社の借入金の担保に供しているものであります。
２．有形固定資産減価償却累計額 11,426百万円
３．関係会社に対する金銭債権・債務

　短期金銭債権 10,293百万円
　長期金銭債権 1,610百万円
　短期金銭債務 1,173百万円
　長期金銭債務 159百万円

【損益計算書に関する注記】
１．工事進行基準による完成工事高 45,315百万円
２．関係会社との取引高

　売上高 19,700百万円
　仕入高 4,839百万円
　その他営業取引高 21百万円
　営業取引以外の取引高 44百万円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度末における自己株式の数
　　　　　　　　　　　　　普通株式 3,460,065株

－ 39 －
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【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
１．繰延税金資産

退職給付引当金 2,004百万円
工事損失引当金 878百万円
賞与未払金 487百万円
投資有価証券評価損 173百万円
資産除去債務 127百万円
その他 289百万円
　　　　　　　　　繰延税金資産小計 3,961百万円

評価性引当額 △299百万円
　　　　　　　　　繰延税金資産合計 3,661百万円

２．繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △706百万円
固定資産圧縮積立金 △191百万円
その他 △209百万円
　　　　　　　　　繰延税金負債合計 △1,107百万円
　　　　　　　　　繰延税金資産の純額 2,553百万円

【関連当事者との取引に関する注記】
　１．親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
(被 所 有)割 合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

その他の
関係会社

東京電力
ホール

ディングス㈱

被所有
直接26.5％
間接　0.0％

電力関連設備
工事の請負
役員の兼任等

電力関連設備
工事の施工等 19,694 完成工事未収入金 10,100

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
工事の受注については、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定しております。

２．取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

　２．子会社及び関連会社等 （単位：百万円）

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
(被 所 有)割 合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 東工企業㈱ 所有
直接100％

資金の貸付
役員の兼任等 資金の貸付 200

その他の流動資産
(短期貸付金) 103

長期貸付金 1,610
（注）　　取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、無利息としております。

－ 40 －
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　３．その他の関係会社の子会社等 （単位：百万円）

種 類 会社等の名称 議 決 権 等 の 所 有
( 被 所 有 ) 割 合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

その他の
関係会社の

子会社

東京電力
フュエル＆
パワー㈱

－ 電力関連設備
工事の請負等

電力関連設備
工事の施工等 15,492 完成工事未収入金 5,748

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
工事の受注については、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定しております。

２．取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

【１株当たり情報に関する注記】
１．１株当たり純資産額 1,654円30銭
２．１株当たり当期純利益 82円19銭

－ 41 －
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月15日
株式会社　東京エネシス

取　締　役　会　御中
新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 春 日 淳 志 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 克 宏 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社東京エネシスの平成29年４月１
日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社東京エネシス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月15日
株式会社　東京エネシス

取　締　役　会　御中
新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 春 日 淳 志 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 克 宏 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社東京エネシスの平成29年
４月１日から平成30年３月31日までの第71期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第71期事業年度の取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役
全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査
計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収
集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適
正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並
びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表）について検討いたしました。

－ 44 －
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成30年５月17日

株式会社東京エネシス　監査役会

常勤監査役 高 増 　 洋 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 菅 沼 希 一 ㊞
監　査　役（社外監査役） 田 中 　 豊 ㊞
監　査　役（社外監査役） 武 谷 典 昭 ㊞

以　上

－ 45 －
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＜インターネットによる議決権行使のご案内＞

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していた
だきますようお願い申しあげます。
　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続
きはいずれも不要です。

記
１．議決権行使サイトについて

⑴　インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する
議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただくことによってのみ
実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

⑵　インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソ
フトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバー
をご利用の場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合
もございます。

⑶　インターネットによる議決権行使は、平成30年６月27日（水曜日）の午後５時30分ま
で受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘ
ルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について
⑴　議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載さ

れた「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

⑵　株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざん
を防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更
をお願いすることになりますのでご了承ください。

⑶　株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたしま
す。

－ 46 －
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３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
⑴　郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ

る議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
⑵　インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内

容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、
株主さまのご負担となります。

以上

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00　通話料無料）

－ 47 －

インターネットによる議決権行使のご案内



2018/05/26 10:45:54 / 17369014_株式会社東京エネシス_招集通知（Ｃ）

（メモ欄）

メモ



2018/05/26 10:45:54 / 17369014_株式会社東京エネシス_招集通知（Ｃ）

（メモ欄）

メモ



2018/05/26 10:45:54 / 17369014_株式会社東京エネシス_招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図
会　　場：東京都港区高輪四丁目10番30号

品川プリンスホテル　メインタワー17階「オパール17」
電　　話：03-3440-1111（代表）

高輪テニスセンター
高輪ゴルフセンター

マクセル
アクアパーク
品川

アネックスタワー

会場
品川プリンスホテル
　　　メインタワー

イーストタワー

Ｎ
タ
ワ
ー

ウ
ィ
ン
グ
高
輪

ざ
く
ろ
坂

ウィング高輪

　横浜
第一京浜国道(国道15号線) 横断歩道

国道１号

高輪口
レ
イ
ン
ボ
ー
ロ
ー
ド(

自
由
通
路)

　羽田空港・横浜

　渋谷・新宿

　横浜
　名古屋・新大阪

JR　品川駅

京浜急行　品川駅

新幹線　品川駅

東京

銀座

交通：JR線・京浜急行線　品川駅（高輪口）より徒歩約３分
※ご来場に際しましては、公共交通機関をご利用くださいますよう

お願い申しあげます。

地図




